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現
在
、
国
勢
調
査
が
行
わ
れ
て

い
ま
す
。

　

日
本
に
住
ん
で
い
る
人
が
対
象

で
す
。
調
査
に
ご
協
力
お
願
い
し

ま
す
。

　

平
成
27
年
10
月
１
日
現
在
の
状

況
を
回
答
し
て
く
だ
さ
い
。

　

調
査
関
係
書
類
は
、
９
月
上
旬

か
ら
調
査
員
が
各
世
帯
を
訪
問
し
、

配
布
し
て
い
ま
す
。

　

記
入
し
た
調
査
票
を
調
査
員
に

渡
し
て
く
だ
さ
い
。

　

調
査
結
果
は
、
高
齢
者
の
介
護
・

医
療
、
若
者
の
雇
用
対
策
、
児
童

福
祉
、
地
域
の
活
性
化
な
ど
、
私

た
ち
の
暮
ら
し
の
さ
ま
ざ
ま
な
分

野
で
役
立
て
ら
れ
る
基
礎
デ
ー
タ

に
な
り
ま
す
。

　

ご
協
力
の
程
、
よ
ろ
し
く
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

～子どもたちに家庭のぬくもりを～

～子どもたちのために、あなたにも出来ることがあります～

　さまざまな事情により家族と一緒に生活することが出来ない子どもたちがいます。里親とはこうした子どもたち
を自分の家に迎え入れ、家庭的な環境の中で愛情を込めて養育してくださる方です。
　里親の家庭で愛情に包まれて家族の一員として暮らすことにより、子どもたちは一人の人間として大切にされ、
愛されているという感覚を持ちながら育つことが出来ます。

　里親には、子どもが親と一緒に生活出来るようになるまで養育する「養育里親」と養子縁組により養親となるこ
とを希望する「養子縁組里親」があります。（このほかに専門里親、親族里親があります。）
　子どもが好きであり、愛情と熱意を持って、真心を込めて養育してくださる方を求めています。養育里親の場合は、
長期の養育だけでなく、１週間、１ヶ月間といった短期間の養育をしてくださる方も求めています。
　里親になるためには特別な資格は必要ありませんが、必要な研修を受講すること、里親を希望する方とその同居
人が欠格事由に該当しないこと、経済的に困窮していないことが必要です。

（参考）
■欠格事由：里親希望者及び同居人が①成年被後見人又は被保佐人②禁固以上の刑に処せられ、その執行を
終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者、③児童福祉法等で罰金の刑に処せられ、その執行を終
わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者、④児童虐待ほか児童の養育に関し著しく不適当な行為を
行った者　＊Ｈ23.6.3 法改正により、①は同居人を除くものとされた。
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　TEL. 6-1211　FAX.6-1212

定住促進係　TEL.7-8131　農林水産係・観光商工係  TEL. ７-8777

　TEL.6-0450　FAX.2-2247

別 府 支 所   TEL. ７-8101　　　　　 地域振興課　FAX.7-8025

　TEL.6-1748  FAX.6-0186

　 TEL. 6-0171　FAX.6-1028

町長が町民の皆様のご意見、ご要望をお聞きするための FAX6-1819

TEL.6-1182　FAX.6-1183

　TEL.6-0105　　 　TEL.6-0103　　 　TEL.6-0104

　TEL（08514）6-0101　FAX　6-0683

※町内無料電話を利用する場合、番号の頭に「５」をつけて電話すると無料電話になります。

　TEL.6-1338(FAX兼用 )

（浦郷シルバー会館）

　

10
月
分
の
納
期
限
は
11
月
２
日
（
月
）

で
す
。

（
定
期
口
座
振
替
日
は
10
月
28
日
（
水
）、

再
振
替
日
は
11
月
10
日
（
火
）
で
す
。）

　

納
税
通
知
書
等
で
金
額
を
ご
確
認

い
た
だ
き
今
一
度
、
通
帳
残
高
を
お

確
か
め
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
、
よ
ろ

し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　

町
税
等
に
は
納
め
忘
れ
が
な
い
、

『
口
座
振
替
』
を
お
勧
め
し
て
い
ま
す
。

　

納
付
等
に
関
す
る
相
談
は
町
民
課

（
６
）
０
１
０
３
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。

　

猫
は
繁
殖
力
が
旺
盛
で
、
年
平
均
３
回
の
発
情
期
が
あ
り
、
平
均
５
匹
の
子
猫
を
生

み
ま
す
。
そ
の
子
猫
達
も
半
年
過
ぎ
で
子
供
を
生
む
こ
と
が
可
能
と
な
り
ま
す
か
ら
、

放
っ
て
お
け
ば
爆
発
的
に
増
え
て
し
ま
い
ま
す
。

　

む
や
み
に
増
や
さ
な
い
た
め
に
も
、
猫
に
不
妊
手
術
等
の
繁
殖
制
限
を
し
て
く
だ
さ

い
。
そ
う
す
れ
ば
、
猫
も
発
情
期
の
性
衝
動
の
ス
ト
レ
ス
が
な
く
な
り
、
猫
同
士
の
ト

ラ
ブ
ル
も
激
減
し
ま
す
。
ま
た
、
飼
い
猫
を
外
で
放
し
飼
い
し
て
い
る
方
は
、
家
の
中

で
飼
う
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

　

西
ノ
島
町
で
は
、左
記
の
日
程
で
犬
猫
の
不
妊
手
術
を
行
な
い
ま
す
。ご
希
望
の
方
は
、

申
し
込
み
下
さ
い
。

　

   

猫　

オ
ス
：
６
，
０
０
０
円 　

  

メ
ス
：    

８
，
０
０
０
円

　
　
　
　

  
 
  

犬　

オ
ス
：
８
，
０
０
０
円　
　

メ
ス
：
１
０
，
０
０
０
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
犬
に
つ
い
て
は
、
16
キ
ロ
未
満
ま
で
）

　

役
場
健
康
福
祉
課
介
護
保
険
係
（
浦
郷
シ
ル
バ
ー
会
館
）
ま

で
申
込
み
下
さ
い
。
電
話
：
６-

１
１
８
２

　
　

10
月
20
日
（
火
）

月　
　
　

日

受　

付　

時　

間

場　
　
　
　

所

10
月
27
日
（
火
）

10
時 

〜 

12
時

浦
郷
シ
ル
バ
ー
会
館

（
浦
郷
診
療
所
横
）

13
時 

〜 

17
時

10
月
28
日
（
水
）

10
時 

〜 

12
時

13
時 

〜 

16
時

○
申
し
込
み
順
に
ご
希
望
の
日
程
と
時
間
を
３
０
分
単
位
に
振
り
分
け
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

○
そ
の
際
に
は
、
氏
名
、
電
話
番
号
、
犬
猫
の
性
別
を
お
聞
き
し
ま
す
。

○
当
日
は
、
受
付
時
間
の
１
０
分
前
に
お
越
し
く
だ
さ
い

○
詳
し
く
は
、
役
場
健
康
福
祉
課　

介
護
保
険
係
（
６-

１
１
８
２
）
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。


